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公正取引委員会からの排除措置命令等について 

 

 

当社の連結子会社でありますバンテックワールドトランスポート株式会社は、本日、公正 

取引委員会より以下のとおり排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。 

 このような命令等を受けたことを厳粛に受け止め、法令、企業倫理遵守をさらに強化して 

まいります。 

 

                      記 

 

 

１．排除措置命令の内容 

  国際航空貨物利用運送業務に係る運賃および料金について、独占禁止法第3条の規定に違反

する行為があったとし、以後同様の違反行為がおこなわれないよう必要な措置を採ることを

命じられました。 

 

 

２．課徴金納付命令の内容 

  

      納付すべき課徴金の額  4億1,789万円 

      納期限         平成21年6月19日 

 

 

３．当社およびバンテックワールドトランスポート株式会社の考え方 

この度の公正取引委員会の命令に対し、当社およびバンテックワールドトランスポート 

株式会社は、審判請求を含め、今後の対応を慎重に決定する予定であります。 

 

  

  なお、平成 21 年 3 月期の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、変更が 

必要と判断した時点で速やかに公表いたします。 

  

 

 以上 


